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1.はじめに

本稿の目的は､ソーシャルワークにおける質的評価の

ための視点を整理するとともに､その視点に基づいた事

例研究の方法を提示することにある｡ ソーシャルワーク

における評価については､従来か らその重要性が強 く指

摘されながらも､実践に根づいたものにはなっていない｡

この背景としては､評価活動の体系的蓄積や評価のため

の理論と方法の構築に向けた取 り組みが積極的にはなさ

れてこなかったことが指摘できるが､その一方でソーシ

ャルワークが内在的にもつ特性とも無関係ではない｡つ

まり､わが国の福祉実践における評価に関する学術的な

未熱さだけでなく､ ソーシャルワークの固有の文脈の中

で評価を捉えてこなかったことも一因となっているので

はないかと考える｡

ソーシャルワークの文脈の中で評価を捉えること､つ

まりソーシャルワークがもっ特質 と評価のあり方 とを重

ね合わせた時､ ソーシャルワークの評価の質的な側面が

強調されることになる｡一般に､事例研究(casestudy)

は､質的評価の代表的な方法であるとされる｡ しか しな
●●●●●●●●●

が ら､ ソーシャルワークの評価法として位置づけるなら

ば､そのあり方や方法はソーシャルワークの特質を十分

に反映 したものでなければならないはずである｡ この点

に立脚 しなが ら､以下の論考を展開することにしたい｡

本稿は､大きく2つの部分か ら構成される｡まず､ ソ

ーシャルワークの特質と関連させなが ら評価の論点を整

理 した上で､質的評価法として事例研究の可能性とその

特質について考察する.その次に､ ソーシャルワークに

おける質的評価のための事例研究 (ケースカンファレン

ス)のモデルを具体的に提示する｡

ソーシャルワークの文脈の中で評価のあり方を捉える

ことは､ ソーシャルワークの固有性へのアプローチを意

味するものである｡

なお､｢ソーシャルワークの評価｣･の意味するところ

は､広範にわたる｡そこで本稿では､援助対象であるク
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ライエントシステムを評価対象の基軸としなが ら､援助

する側のソーシャルワーカーのあり方及び双方の接点 と

を視野に入れるものとする｡

2.ソーシャルワークにおける評価に関する論点

ソーシャルワークの評価は､ ソーシャルワークの文脈

の中でなされるものであり､当然なが らソーシャルワー

クの特質に立脚 したものでなければならない｡ したがっ

て､ ソーシャルワーク実践の評価は､他のヒューマンサ

ービス領域 とは本質的に異なる面をもっ｡

以下､ ソーシャルワークの特質と関連 させなが ら､ ソ

ーシャルワークにおける評価に関する論点について､ 4

つの点か ら指摘する｡

1)誰からみた評価なのか

ソーシャルワーカーによる一連の評価活動は､r専門職

としてのソーシャルワークの機能の一つである. したが

って､援助対象であるクライエントシステムを客観的に

捉え､ ソーシャルワーカーの働 きかけがクライエントシ

ステムにもたらした変化を評価することが求められる｡

当然なが ら､そこで用いられる評価基準は､ ソーシャル

ワーカーが もっ価値 と知識の基盤から形成されたスケー

ルであるはずである｡

ソーシャルワークのもっ特質から評価の専門性を捉え

るならば､その評価基準の中に､クライエントの ｢本人

側｣に評価の視点をもつことが極めて重要 となる｡つま

り､｢クライエントの側か らみた評価｣ である｡ これが

ソーシャルワークに質的評価が求められる一つの要因で

ある｡

ソーシャルワークが依拠する価値 として､自己実現や

自己決定が強調され､また社会的機能､ ワーカビリティ､

コンピテンス､エンパワメントという言葉に代表される

ようにクライエント本人を環境に影響を与える主体者 と

してとらえ､本人の問題解決能力を高めることに主眼を
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おいてきた｡ソーシャルワークの本来的な評価の基準は､

ワーカー側ではなくクライエント側にあるべきものであ

る｡問題解決とはワーカーの側面的支援によるクライエ

ント本人の主体的営みでなければならないし､また何を

解決すべき ｢問題｣とするかはクライエント自身が決め

ることである｡ 極論すれば､クライエントの問題解決に

向かう主体性を引き出すことなく､ワーカーが援助目標

を設定するために勝手に ｢問題｣を規定 し､援助終結時

にその目標が達成されたかどうかを評価をしたところで

その評価は何の意味をもたない ｡ したが って､｢クライ

エントがいるところからはじめる｣というのがソーシャ

ルワークの基本的立場であるように､評価においても

｢本人｣の側に立ち､そしてそこか ら評価することが強

く求められる｡

この観点は､他の援助職にはないソーシャルワーク固

有の視点である｡クライエントを外から客観的に評価対

象とする評価だけでは不十分なのである｡保健 ･医療 ･

福祉の連携が強調される中で､ソーシャルワークの存在

意義の一つはこの点にあるといえよう｡

2)何を評価するのか

ソーシャルワークにおいて ｢何を評価するのか｣を問

うことは､ソーシャルワークの本質に関わる大きなテー

マである｡ソーシャルワークにおいて評価の対象 (内容)

を特定化することは容易ではない｡例えば､自己実現が

達成できたかどうか､また自己決定がなされたかどうか

を第三者が評価することは本質的に極めて難 しく､また

軽々に評価することは不遜でもある｡また､前述 したよ

うに､クライエントからみた評価が重視されるソーシャ

ルワークにおいて､外からの客観的評価だけでは不十分

であることも関係 している｡

しかしながら､ソーシャルワーク実践が福祉問題の解

決を目指す専門的活動である限り､その働きかけの結果

が全てである面 もある｡その場合には､医者が患者の疾

病がどの程度治癒の方向に向かったかを評価するように､

援助の終結時にクライエントの ｢問題｣が解決 したかど

うかを評価するという極めて単純明快な評価の論理が成

り立っことになる｡

したがって､自己実現や自己決定が強調されるソーシ

ャルワークの特質から､援助の結果だけを取り上げるの

ではなく､そこへ行き着 くまでのプロセスを評価の対象

とすべきことの意味を見出すことができる｡援助の終結

時点における状況のみを評価の対象として取り上げても

無意味であり､そこに至るまでの過程 (プロセス)を評

価の対象として焦点を当てることが求められる｡つまり､

(2)

結果としての ｢点｣ではなく過程としての ｢線｣を評価

の対象として焦点を当てるということである｡それは､

ソーシャルワークの本質に根ざした評価の視点でもある

はずである｡

3)データをどのように処理するのか

評価とは､収集 したデータの処理とそれに対する考察

である｡ したがって､評価の内容によってデータの収集

方法と処理方法は大きく変化する｡クライエントの側か

らの評価と､結果に行き着 くまでのプロセスを評価対象

とするならば､そうしたソーシャルワークの特質を反映

したデータの処理の方法が求められる｡

後述するように､従来から実証的とされてきた数量的

処理だけでは､ソーシャルワークにおいては不十分であ

るし､限界もあることは明らかである｡データの数量処

理には､多数の標本があって成 り立っわけであるから､

全体的な傾向や実態をっかんだり､全体の中での個々の

事例 (標本)の位置を相対的に確認することには極めて

有効である｡ しかしながら､相対的な位置が明らかにな

ったとしても､個別事例と援助のあり方を評価すること

には直接っながらない｡徹底 した個別化が求められるソ

ーシャルワークの評価法としては馴染まない面をもつ｡

また､個別変化に着目した単一被験者実験計画法(sin

gュesubjectdesign)は､個別化の観点からすれば画期的

なものである｡ しかしながら､この場合には目標設定の

あり方が極めて難 しくなる｡ソーシャルワークの特質と

照らし合わせると､｢目標｣の数量化に向けた操作定義

を試みても必ずしも数量化 (グラフ化)に馴染むものば

かりではないこと､そしてそもそも本質的には目標設定

のプロセスを評価すること､つまり結果 (目標)に至る

までのプロセスを評価 しなければならない からである｡

こうみてくると､ソーシャルワークの特質を反映でき

る評価方法が必要となる｡クライエントの側からの評価

ができること､そして結果へ至るプロセスが評価できる

ならば､事例研究はソーシャルワークの質的評価法とし

ての可能性は高 くなるといえよう｡

4)モデルや援用理論との整合性

ソーシャルワークの評価の論点としては､ソーシャル

ワークの依拠する援用理論やモデルによる観点 も看過で

きない｡ソーシャルワークは､隣接の諸領域から多大な

影響を受けてきた成り立ちをもっ｡その結果､各理論へ

の依存の程度は多様であるもののそこから複数のソーシ

ャルワークモデルが生まれることになった｡ したがって

評価には､各実践モデルと評価の内容とに一貫性のある
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整合性が求められなければならない｡つまり､実践モデ

ルの特質とそのモデルに基づいた評価には､当然ながら

理論的整合性を必要とする｡

以上のことは､ソーシャルワークの文脈の中で評価を

捉える際に､モデルの特質とソーシャルワークが本質的

にもっ特質との擦り合わせも必要とすることを意味する｡

これは､ソーシャルワークが他の理論を借用することの

限界と､ソーシャルワーク固有の援助モデルを構築する

必要性を示唆するものである｡

3.質的評価法 としての事例研究の可能性 と特質

以上のソーシャルワークにおける評価の論点を踏まえ

ながら､事例研究と質的評価について若干の整理を加え､

ソーシャルワークにおける質的評価法としての事例研究

の要点についてまとめることにする｡

1)質的調査と事例研究

前述 した ｢誰からみた評価なのか｣と ｢何を評価する

のか｣というソーシャルワークに固有の特性を満たす

｢質的調査法｣として､ここでは事例研究をとりあげる

ことにしたい｡

｢質的調査法｣は､量的調査法と対時する関係にあり､

近年その重要性が指摘されるようになっている｡ しかし

ながら､この ｢質的調査法｣は学問的にも､また用語の

定義においても必ずしも確立されたものではない｡

現段階における ｢質的調査法｣の位置づけに関 して､

量的調査法と対比 しながら古賀正義は次の2点に整理 し

ている｡

①手紙や日記などの個人 ドキュメントや参与観察

をはじめとしたさまざまな行動観察の日記など､多

次元的な要因が絡み合いっつ顕現 している事例記録

をデータ (質的データ)として分析するもの｡世論

調査のような統計処理を前提とした意見採取のデー

タ (量的データ)を扱 う調査と区別される｡

②資料データの蒐集法 ･比較法 ･分析法そのもの

が､資料の特質と密接にかかわらざるをえないため､

標準化が困難である｡均質な単位形式や数量表現を

用いて標準化がなされやすい統計的研究法 (量的調

査法)と異なる｡1)

以上の内容から､質的調査法は ｢科学的｣な方法とさ

れてきた統計的処理による量的調査法と比べて実証的で

ないという評価を受けてきたことは否めない｡ しかしな

がら､その一方で量的調査にはない質的調査の特性も強

(3)
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調されるようになっている｡

例えば､見田宗介は､量的調査の欠点として､①追体
●●●●● ●●●●●●●●●●●

験的な了解可能性の希薄さ､②総合的 ･多次元的な把握
●●●●

の困難さ､③変化のプロセスや可能性に関する動的な把
●
握の困難さ､の3つを指摘 している2)｡逆にいえば､ こ

れらは質的調査の特質でもある｡見田は､確実で深みの

ある分析のために､量的調査と質的調査の統合の必要性

を指摘 している｡

こうした質的調査の可能性に関する見解は､個別化さ

れた質的な評価を求められるソーシャルワークに大きな

示唆を与えるものである｡ しかしながら､質的評価のた

めの方法として質的調査を用いるには､そのための方法

について洞察を深めることが求められる｡

質的調査ないし質的評価には､研究対象となる ｢人間｣

の行為の意味を解釈 し､了解するという ｢解釈｣や ｢了

解｣といった調査者 (援助者)による行為の行程が包含

されることに大きな特質があるといえる｡実証主義とし

て客観的なデータを分析するだけでなく､解釈主義とい

う立場から主体者の行為や存在の意味に近づき､｢了解

可能性｣に近づ くプロセスも ｢科学的｣方法として成立

し得るはずである3)｡

｢了解可能性｣を追求する方法としての質的調査､と

りわけ事例研究法は､評価のための方法としてその意義

は大きい｡

2)質的評価法としての事例研究の特質

ソーシャルワークの特質を反映 した質的評価法として

の事例研究が成立するためには､次の4つの内容を包含

しなければならないと考える｡

第 1には､本人の側か ら事例を ｢了解｣することであ

る｡これは､ソーシャルワークにおける事例研究成立の

絶対的条件となる｡事例に関する情報を事例研究の場

(ケースカンファレンス)で集約 し､外か らではなく､

クライエントシステムの ｢内から事例を捉える｣ことで

ある｡つまり､本人の内側から事例を再構築することで

ある｡客観的情報を収集 して､客観的理解を深めるだけ
●

ではなく､事例に登場する人物への感情移入を含んだ本
●●●●●●
人の側からの理解を深めることである｡ こうした事例の

内からの理解を評価の要素として組み込むことが､質的

評価の重要なプロセスとなる｡

第 2には､本人の変化 (全体性 ･力動性)の理解であ

る｡これは本人と本人を取り巻 く環境の変化を客観的に

捉えることである｡ケースカンファレンスにおいては､

時間の経過に伴う本人と本人を取り巻 く環境の変化につ

いて､その全体性と力動性から把握できなければならな
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い｡｢状況の中の人｣としてのクライエントは､環境と

の相互作用の中で変化する｡本人を含んだ家族､小集団､

組織､地域社会の力動を時間の経過に伴って理解を深め

ることが事例研究で求められる｡

第3には､ワーカーの働きかけの内容を理解すること

である.本人の変化に伴う援助者としてのワーカーの働

きかけの内容である｡当然ながら援助の担い手はワーカ

ーであるから､そのワーカーによる援助の内容及び本人

と援助者の相互作用も含めて評価の要素として捉えなけ

ればならない｡クライエントシステムの変化の一部は､

ワーカーの専門的介入によって生起するワーカーとクラ

イエントシステムとの相互作用によって生 じるものであ

る｡

第4には､プロセスの評価を踏まえた援助結果の総合

的評価である｡これは､経過としての ｢線｣と結果とし

ての ｢点｣を含めた総合的評価である｡先の3つの内容

を総合的に捉えた評価が最終的な事例研究における質的

な評価としてもたらされる｡

4.質的評価のための事例研究モデルの提示

ソーシャルワークの視点をもった事例研究に求められ

る評価の内容を具体的に展開する事例研究モデルについ

て､以下詳 しく提示する｡まず､以下提示する事例研究

モデルの特性を明らかにした上で､その具体的内容とし

て7段階にわたる40のポイントについて明らかにする｡

この事例研究モデルは､筆者が 『援助を深める事例研

究の方法一対人援助のためのケースカンファレンスー』4)

として体系化 したものである｡このモデルにおいては､

ソーシャルワークに限定せず､対人援助として広範に捉

えているが､その本質はこれまで述べてきたソーシャル

ワークの評価の特性と重なる内容である｡

まず､一般的な事例研究 (ケースカンファレンス)の

意義について整理 した上で､ソーシャルワークにおける

特質に依拠 した事例研究モデルを提示する｡

1)事例研究 (ケースカンファレンス)の意義

ここでは､事例研究モデルの前提となる事例研究 (ケ

ースカンファレンス)の意義について整理する｡有意義

な形で実施された事例研究においては多くのメリットが

参加者にもたらされるが､ここではその内容を以下の8

つに整理する｡

①事例を深める

事例研究において ｢事例を深める｣という作業は､事

例研究によってもたらされるものの最も基礎的な要素で

(4)

ある｡このプロセスがなければ､事例研究による波及的

効果や意義は期待できない｡

この ｢事例を深める｣という作業は､事例研究の場に

おいて事例に関する客観的な情報を確認 し､整理 し､再

構成するプロセスを通 してなされる｡ これは提示する事

例研究モデルの第3段階で示す ｢事例の共有化｣におい

て主になされる内容であり､参加者が事例について共通

のイメージを持てるようにすること､つまり検討のため

の対象を明らかにすることである｡

｢事例を深める｣とは､｢事例が見える｣ という表現

に近いものであり､事例提供者と参加者との協同作業に

よって本人が問題解決の主体であるという観点から事例

に接近することである｡この接近法は､本人及び本人の

置かれている状況についての客観的理解に加えて､事例

に登場する人物への感情移入を含んだ本人の側からの理

解を深めることである｡言い換えれば､外からではなく､

｢内から事例を捉える｣ということ､つまり､ これが後

述する ｢本人の (ストーリー)に入る｣ということであ

る｡

こうした ｢事例を深める｣という作業は､ワーカーの

力量の面からいえば事例の解釈力をっけることを意味す

る｡事例研究によって､事例提供者が自分の提出した事

例への見方について､多角的な幅広い捉え方に気づくこ

とになる｡同時に､参加者も ｢事例を深める｣というプ

ロセスを体験することで事例を捉える力を高めることが

できる｡これらの内容は､ソーシャルワーク実践の基礎

となる力を培 うことでもある｡

②実践を追体験する

事例提供者によって報告される事例は､対象事例その

ものの客観的な経過報告だけではなく､報告者自身の実

践活動の報告であり披涯でもある｡事例研究の意義のひ

とっは､参加者がケースカンファレンスの場で援助者

(ワーカー)として活動 してきた事例提供者の立場から

実践の追体験ができることにある｡

この ｢実践を追体験する｣ことには､ 2つの意義が指

摘できる｡第 1の意義は､援助者である事例提供者の立

場から事例について共感的に理解できることである｡提

出された事例の経過についての客観的な理解だけでなく､

援助者自身がどのような感情をもって事例に向かってき

たのかを理解することは､ワーカーへの共感性を高める

ことになる｡事例の発表者に対 してケースカンファレン

スの場で ｢おみやげ｣を手渡すためには､参加者が事例

提供者 (発表者)自身の実践を受けとめる作業がまず必

要となる｡
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第 2の意義は､参加者が自分以外の人の実践を知るこ

とである｡対人援助の実践はその性格上､担当者以外の

人がケースに直接触れることはほとんどない｡事例研究

を通 して､事例提供者が何を考え､どのような援助をし

てきたのか｡その過程を断片的であれ知ることが可能に

なる｡とりわけ､↓経験の浅いワーカーが経験豊かな人の

実践活動に触れることによって､自分の実践と照 らし合

わせることができる貴重な体験となる｡それは､参加者

自身に実践のための指標をもたらす｡

③処遇を向上させる

事例研究の最終的な目標は､研究対象とした事例に対

する処遇の質を向上させることにある｡けれども､事例

研究において処遇の質を向上させるための指針を導き出

すためには､それなりの準備や展開が求められる｡事例

研究によって､事例が深められ､参加者のディスカッシ

ョンによって事例へのアプローチが検討され､さらには

スーパーバイザー (助言者)の助言などによって処遇の

向上への指針が導き出される｡それらの集大成として処

遇の向上への指針がもたらされることになる｡

事例研究の中で､処遇の向上に直接つながる具体的な

内容としては､事例提供者自身ががこれまでの自分の実

践を振り返 って評価できること､事例に対 して新たな見

方ができること､そして具体的な援助の方向性や指針を

与えられることである｡

④援助の原則を導き出す

事例研究の意義のひとっは､対人援助やソーシャルワ

ークに共通する原則を導き出すことである.事例研究と

は､とりあげた事例に対する今後の援助方針やあり方を

明らかにするだけでなく､そこから援助の共通項である

｢原則｣を導き出し､参加者自身が もつケースにもそれ

を応用できるようになることにも意義がある｡

ひとつの事例を深 く掘り下げることによって､そこか

ら他の事例にも援用できる援助の共通原則を導き出すこ

とができる｡その意味で､すでに終結 したケースであっ

ても事例研究の意義は大きい｡

⑤実践を評価する

前述 したしたように､ソーシャルワーク実践を評価す

ることは容易ではない｡それは､対人援助の内容を数量

化 して評価することに限界があることや､援助される側

である本人の立場から評価 しなければならないという本

質的な難 しさを抱えているからである｡行き着いた結果

だけを取り上げてそれがどうであるかを評価するだけで

(5)
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は対人援助の評価にはなり得ない｡そこに行き着 くまで

のプロセスがどうであったかを評価すべきである｡これ

は援助の本質でもあるし､ソーシャルワークの評価の本

質でもある｡

事例研究は､ソーシャルワークの評価方法のひとっと

して位置づけられることを先に指摘 した｡そのためには､
●●●●●●●

①本人の側からの理解を深めること､②本人の変化を客

観的に捉えること､③本人の変化に伴う援助者の働きか

けの内容を評価すること､④以上の経過と内容を含めた

総合的評価をすること､の4つの内容を含まなければな

らない｡

事例研究を通 して､事例提供者が自分の関わってきた

事例について振り返り､それを事例提出用にまとめ､ケ

ースカンファレンスで発表 し､参加者による討議によっ

て事例を深 く掘り下げ､援助のあり方についての深い検

討ができた時､そこでの事例研究は実践の質的評価の場

となりうるはずである｡

さらにこうした質的評価を積み重ねていくことによっ

て､量的評価だけには拘泥 しない新たな評価の基準が作

成できる｡この基準の作成が援助者の実践活動の拠り所

となる指針となる｡その意味でも､質的評価法としての

事例研究の意義は大きい｡

⑥連携のための援助観や援助方針を形成する

近年､要援護者の生活を地域で支援するために､保健 ･

医療 ･福祉の連携が強調されるようになっている｡本来､

人間の生活とは全体的なものであるから､援助専門職の

都合に合わせて人間が部分に分断されるのは本末転倒で

ある｡本人を主体として捉え､援助する側が ｢連携｣を

とることによって全体的に関わるというのは､至極当然

のことである｡

しかしながら､地域おいて要援護者を支援するための

連携は､決 して容易ではない｡それは各専門職が自分の

専門的な役割を単に果たせばよいというのではなく､対

人援助の共通基盤の上に立ったアプローチをもたなけれ

ば連携とはいえないからである｡地域における ｢連携｣

とは､本人にかかわる援助機関が各専門職の立場から自

分の業務を果たすのための調整をすることではなく､各

専門職としての業務を手段として何を援助するのかとい

う援助目標を共有することなのである｡

したがって､ケースカンファレンスによる事例研究に

よって､関係者が集い､そこで連携のための援助観を共

有 し､援助方針を導き出すことは意義のあることといえ

よう｡
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⑦援助者 (ワーカー)を育てる

事例研究の場は､援助専門職の養成の場でもある｡ケ

ースカンファレンスは､援助者の力量や経験を問わずさ

まざまなレベルで参加でき､それぞれのレベルで学びの

場となる極めて優れた現任訓練及び援助者養成のシステ

ムである｡事例研究に主体的に参加 し､そこで自分の考

えをまとめ､それを言語化 し､人の意見を傾聴 し､さら

に自分の考察を深めるプロセス自体が援助者の力量を高

めることになることは言 うまでもない｡

そして､事例研究の場は､スーパービジョンの重要な

場でもある｡スーパービジョンの目的は､直接的には

｢処遇の向上｣にあるが､その過程においては ｢ワーカ

ーの養成｣というもうひとっの目的の比重 も大きい｡ケ

ースカンファレンスにスーパーバイザー (助言者)が参

加 している場合は､事例提供者及び参加者とスーパーバ

イザーとの間にスーパービジョン関係が結ばれ､そこで

の助言そのものがスーパービジョンとなる｡それがグル

ープ形態で行われるわけであるから､こうしたケースカ

ンファレンスはグループスーパービジョンの場となる｡

また､スーパーバイザーの存在の有無にかかわらず､

参加者相互のコメントのやりとりがピアスーパービジョ

ンの場となる｡ ピア(peer)である仲間 ･同僚や関係者同

士によるスーパービジョンは､実質的な事例に対する助

言をし合うだけでなく､相互に支え合うという機能 も兼

ね備えている｡

さらに､援助者を育てるという点からは､スーパーバ

イザーの助言や参加者相互のコメントによって自分自身

についての新たな気づきゃ発見､視野の拡大を促すとい

う自己覚知にも寄与することができる｡

⑧組織を育てる

事例研究は､個々の事例への援助方針や援助者の力量

を高めるだけでなく､健全な組織づくりや新 しい社会資

源を生み出すという点においても有効な方法である｡

具体の事例を検討する中で､その機関が組織的に対応

しなければ問題解決に至らないケースや､問題解決のた

めには新 しい社会資源が必要な場合もある｡また､組織

内の機構や連絡調整のあり方に問題があることも明らか

になったりする｡事例研究を積み重ねる中で､そうした

組織的な課題を発見し､解決に向けて取り組まなければ

ならな●い｡

また同一機関の中で､同僚がどのような実践をしてい

るかについて知 らないことが実際には多い｡同僚の実践

上の悩みなどを共感したり､それにア ドバイスする余裕

がなっかたり､また暗黙の ｢不可侵条約｣によって人の

(6)

仕事内容には口を出さないという雰囲気が職場に蔓延 し

ていたりする場合も少なくない｡こうした状況を打破 し､

機関全体でワーカーを支えていく環境づくりにおいても

事例研究は有効となる｡

2)質的評価のための事例研究モデルの特性

ソーシャルワークの特質を踏まえた質的評価のための

事例研究のモデルは､ケースカンファレンスの展開方法

だけでなく､事例を捉える基本的視座やソーシャルワー

クにおける援助の特質を包含するものでなければならな

い｡以下､この事例研究モデルの特性を整理 しておく｡

①提示する事例研究モデルの定義

モデルとして提示する質的評価のための事例研究の定

義を､｢ケースカンファレンスによって､当事者本人の

理解を深め､そこを起点として対人援助の視座から今後

の援助方針を導き出す力動的過程｣5)とする｡ この定義

でいう ｢ケースカンファレンス(caseconfarence)｣と

は､事例研究のひとっの方法であり､形態である｡その

形態は､｢事例研究会｣と呼ばれることもある｡ また､

介護 ･看護を主眼においた事例研究では､ケアカンファ

レンス(careconfarence)と呼ぶこともある｡

このケースカンファレンスの実施のためには､事務局､

検討事例と事例提供者､参加者､助言者 (スーパーバイ

ザー)､ケースカンファレンスの展開過程､の5つを構

成要素としている｡これらのいずれの要素が不十分であ

っても､質的な検討は深まらない｡

また､定義中の ｢当事者本人の理解｣とは､ソーシャ

ルワークにおける事例研究の土台部分にあたる｡これな

くして､今後の援助方針は導き出せない｡事例を理解す

るためには､次の3つの基本的視点が求められる｡それ

は､①現状の客観的理解､②生活歴の理解､③本人から

の理解､である｡これらの3つの要素が重なった時に､

事例の本来の姿に近づ くことが可能になる｡ とりわけ

｢本人からの理解｣､つまり事例研究においてケースカン

ファレンスの参加者が ｢本人の世界｣に入ること､次に

示す本人の (ストーリー)に入ることが事例を理解する

ためには極めて重要な要素となる｡

さらに､｢力動的過程｣とは､ケースカンファレンス

という場が対人援助の視座から事例の理解を深め､援助

の指針を導き出す創造的な ｢装置｣である｡ したがって､

何らかの答えが先に決まっているものではない｡ ソーシ

ャルワークの質的評価のための事例研究 (ケースカンフ

ァレンス)とは､その援助の特質と同じくプロセスその

ものが重視されることになる｡
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②本人の (ストーリー)に近づくための方法

本人の側から事例を ｢了解｣することがソーシャルワ

ークの事例研究に求められる要素であることを先に指摘

した｡事例研究の意義のひとっは､事例研究によって

｢事例が見える｣という状態が事例提供者を含めた参加

者との協同作業によってもたらされることである｡これ

は､｢事例の共有化｣の段階において提供された情報を
●●●●●●●

もとに､本人の立場から本人理解を進めることであり､

本人のこれまでの人生､人生観､生き方､価値観､今の
●●●●●●

生活世界､感情等に近づくこと､つまり本人そのものに

近づくことである｡そうした本人そのものの内側から本

人を了解することを､この事例研究モデルでは､｢本人

の (ストーリー)への接近｣ と表現 した｡ これができな

ければ､本人の側に立った援助は不可能であるし､ワー

カーによる独りよがりな援助に陥る危険性 もある｡

本人に関する客観的情報をいくら多 く集めたとしても､

それが直接本人の理解につながるものではない｡ケース

カンファレンス (事例研究会)では､本人からのメッセ

ージをしっかりと受けとめながら ｢本人を了解するプロ

セス｣､つまり本人の (ストーリー)に入る作業が極め

て重要となる｡ケースカンファレンスにおいて情報を集

約 し､事例を本人の側から再構築するプロセスを通 して

のみ､本人の (ストーリー)に近づくことが可能になる｡

カンファレンスの参加者が事例に対するそうした共通の

イメージをもつことを起点として今後の援助方針が導か

れることになる｡

③ケースカンファレンスの展開の重視

事例研究においては､今後の援助方針を導き出すこと

が第一義的な目的となるが､その方針はあらかじめ決ま

っているものではなく､カンファレンスのプロセスを通

して創造的に導かれるものである｡ソーシャルワークの

プロセスを評価することが重視されるわけであるから､

クライエント本人の (ストーリー)とワーカーの援助過

程に入ることが求められる｡ この中で､ケースカンファ

レンスの参加者自身が､気づさと発見のプロセスを経る

ことになる｡つまり､ケースカンファレンス自体がその

展開過程の中で結論を創造的に導き出す ｢装置｣である

といえる｡

したがって､事例研究において時､ケースカンファレ

ンスの展開過程が極めて大切となる｡この事例研究モデ

ルでは､ケースカンファレンスの展開過程を､図 1で提

示 したように､①開会､②事例の提示､③事例の共有化､

④論点の明確化､⑤論点の検討､⑥まとめ､⑦閉会､と

いう7段階から構成する｡

(7)
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ト 事 例 の 提 示

ト 事例の共有化

ト 論点の明確化

ト 論 点 の 検 討

ト ま と め

ト 閉

図 1 事例研究 (ケースカンファレンス)の展開過程

事例研究の方法は､一般に ｢--バー ド方式｣と ｢イ

ンシデント･プロセス法｣に大別される｡前者は､ある

問題を含む事例の経過の始めから終わりまでを包括的に

捉えて提示 し､そこから総合的に議論を深める方法であ

る｡それに対 して後者は､ある問題を含む事例の断面を

具体的なインシデント (事件)として短時間で提示 し､

それに基づいて参加者全員が主体的に解決法を検討する

方法である.｢-ーバー ド方式｣では､抽象的な議論に

陥りやすかったり､参加者に一定以上の関連知識がなけ

れば難 しいといった点を補う形で ｢インシデント･プロ

セス法｣が登場 した｡

実際には､それぞれの実践領域において､その援助対

象及び援助内容の特質に合わせてどちらかを変形させた

り､組み合わせたりして用いているのが現状である｡ こ

の事例研究モデルで提示する提示する7段階は､-ーバ

ー ド方式をベースとしながら必要に応じてインシデント･
●●●●●●●●

プロセス法の特性を生か し､さらに対人援助のための事

例研究としての特質を踏まえて構成 したものである｡

この7段階には､ケースカンファレンスを展開するた

めの40のポイントが含まれる｡これについては､段階ご

とにまとめて後述する｡

④事例研究のための ｢事例のまとめ｣の重視

ケースカンファレンスに提出されて研究対象となる
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｢事例｣は､事例を提供する事例提供者 とともに事例研

究を構成する極めて重要な要素のひとっである｡提出さ

れる事例のまとめ方とそのプレゼンテーション (発表)

のあり方は､事例に対する適切な援助内容を導き出せる

かどうか､また事例提供者や参加者の力量の向上に寄与

できるかどうかに直結するものである｡

事例研究に提出される ｢事例のまとめ｣は､ケースの

変化や援助経過を単に書き記せばよいのではなく､ケー

スの客観的変化､援助者としての働きかけ及び考察等が

書き手の考察過程を経た上で提供されなければならない｡

したがって､事例提供者による ｢事例をまとめる｣とい

う作業は､自分の実践を振り返り､さらに事例を深める

作業でもある｡事例をまとめる際に､事例提供者が自分

の担当する事例について新たな気づさを得ることも少な

くない｡

｢事例のまとめ｣は事例や援助機関の特性に合わせて､

基本的には柔軟に対応すべきである｡ しかしながら､事

例研究用の ｢事例のまとめ｣を作成するにあたって､押

さえておかなければならない事項がある｡

図2では､事例研究用の ｢事例のまとめ｣の構成要素

を示した｡｢事例のまとめ｣は､事例研究用フェイスシ

ート､経過記録､全体の所感 ･論点 ･展望という3つの

要素から構成される｡さらに､その大部分を占める経過

記録は､(》援助対象の客観的変化､②援助者の働きかけ､

③分析 ･考察 ･所感､の3つの内容をもつ｡もちろん､

緊急の事例研究の場合には､簡単な事例研究用フェイス

シートと､担当者としての全体の所感 ･論点 ･展望だけ

を提出するなど､ケースバイケースで柔軟に対応するこ

とになる｡

Ⅰ 事例研究用フェイスシー ト

Ⅱ 経 過 記 録

(D援助対象の客観的変化
②援 助 者 の 働 き か け
③分 析 ･考 察 ･所 感

Ⅲ 全体の所感 ･論 点 ･展望
図2 ｢事例のまとめ｣の3つの構成要素

さらに ｢事例のまとめ｣の3つの構成要素のそれぞれ

の特質を整理 しやすくするために､その概念枠組みとし

て､｢事例のまとめ｣の5つの焦点を表 1で示 した｡

この表は､｢時間｣と ｢内容｣の要素をそれぞれ横軸

と縦軸にとって示 したものである｡これは ｢事例のまと

(8)

表 1 ｢事例のまとめ｣の5つの焦点

時 間 過去-現在 特定の時点 現在-将来
内 容 (現在)

事実(客観的内容) ① ②

出所 :岩間仲之 『援助を深める事例研究の方法一対人援助のためのケースカンファ

レンスー』 ミネル ヴァ書房.1999.p.135｡

め｣において､客観的事実と主観的考察をきっちりと意

識的に区別 して記述することが重要であることを示 して

いる｡｢事例のまとめ｣の内容は ｢事実｣ と ｢考察｣の

2つに分けることができ､さらにそれは時間軸によって

3つに分けることができる｡なお表中の ｢事実｣と ｢現

荏-将来｣がクロスする欄は存在 しないので､斜線とな

っている｡

ここで､表中の①～⑤の内容のポイントについて簡単

に解説をしておく｡

表の上段は ｢事例のまとめ｣の ｢事実(客観的内容)｣

である｡事例の報告においては､その対象の事実関係が

明らかにされなければならないのは当然のことである｡

この ｢事実(客観的内容)｣には､表の①と②の内容が含

まれる｡

まず①の内容は､過去から現在へ至る事実であり､主

として2つの内容を含む｡一つは､時間の経過に伴う援

助対象の客観的変化である｡時間の経過とともに､援助

対象であるクライエントもしくはクライエントシステム

がどのように変化したかを客観的にまとめることである｡

これは ｢事例のまとめ｣の経過記録の主軸となる事実の

情報整理であり､事例を見極める力量と客観的な観察能

力が求められる｡ もう1つの内容は､クライエントシス

テムに対する援助者 (ワーカー)としての働きかけの内

容である｡ワーカーがクライエントシステムとの相互作

用の中で展開 してきた援助内容をケースの動きに合わせ

て明らかにすることである｡ ワーカーは傍観者ではなく

何らかの援助活動 (介入)を行った主体者であるから､

事例のまとめではワーカーの援助活動の内容を具体的に

明示する必要がある｡援助対象の客観的事実だけではな

く､ワーカーによる援助内容の客観的な事実も ｢事例の

まとめ｣においては欠かせない要素となる｡

次の②の内容は､｢特定の時点｣での援助対象の置か

れた状況の客観的記述である｡｢特定の時点｣ とは､援

助が継続 している事例をとり上げる場合には､通常ケー

スカンファレンスの開催日にできるだけ近い ｢現在｣の

時点での状況が示される｡この②の内容の要点を一覧に
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してまとめたものが､｢事例研究用フェイスシー ト｣ と

して提出される｡

もう一方の表の下段が ｢事例のまとめ｣ の ｢考察(主

観的内容)｣である｡事例研究においては､援助対象及

び援助内容の客観的な事実の明示だけでなく､そこに働

きかけたワーカーの分析や考察､所感も合わせて提供す

ることが求められる｡これによって検討事例が生き生き

と力動的に参加者に提示されることになる｡ただし､上

段の ｢事実(客観的内容)｣とは､できる限り明確に区別

して提示されなければならない｡

③の内容は､過去から現在までの援助者による援助の

意図やその背景の考察である｡これは時間の経過に伴う

援助対象の客観的変化と援助者の援助内容に付随する形

でまとめられる｡援助者がなぜそのような働きかけをし

たのか､あるいはどのような意図でそのような介入をし

たのか､さらには援助を振り返っての自己評価も含まれ

る｡すべての援助の場面において必要となるわけではな

いが､事例のポイントとなる箇所ではこの点が明らかに

されると事例への考察が深まることになる｡

④の内容は､特定の時点 (現在)における援助者の分

析と考察である｡本来､ この部分は時間の経過の中で

｢線｣として捉える必要があるが､｢事例研究用フェイス

シート｣では､現時点だけを取り出し､検討すべき点に

ついて援助者 (事例提供者)の視点から簡潔に記述する

ことも多い｡

⑤の内容は､ワーカーの視点からみた今後の展望に関

するものである｡ここでの内容は､今後の取り組みの方

向性や展望あるいは事例研究の場でテーマにしてはしい

内容等が含まれる｡この内容によって､ケースカンファ

レンスの内容が方向づけされることになる｡

2)7つの段階と40のポイント

表 2では､先にケースカンファレンスの展開過程とし

て示 した7つの段階に含まれる40の (ポイント)の内容

とその内容の担い手とを示 した｡｢内容の担い手｣欄の

(司)(事)(参)(助)は､そ･れぞれ司会者､事例提供者､

参加者､助言者 (スーパーバイザー)を示 している｡本

来､これら四者のケースカンファレンスにおける役割は､

相互作用的に機能するものであるが､表では理解 しやす

いように (ポイント)の表記としての主たる担い手に〇､

次にウエイトの重い担い手には△を付けた｡

以下､これらの40の (ポイント)について､各段階ご

とに整理する｡

【第 1段階】開 会 (4ポイント)

(9)
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この最初の ｢開会｣段階では､①定刻に開始 し､時間

の枠を明示する､②参加者がお互いに認知できるように

する､③事例研究の意義を確認 し､集中力を高める､④

事例研究の展開過程を確認する､という4つのポイント

が含まれる｡いずれも司会者が中心となって担うポイン

トであり､事例研究全体の枠を明らかにする段階である｡

参加者の顔ぶれや時間､展開過程等を確認することであ

る｡参加者がケースカンファレンスに向かう姿勢を形成

し､全体の流れをっくる段階といえる｡創造的なケース

カンファレンスを展開するための最初の重要な段階であ

る｡

【第 2段階】事例の提示 (6ポイント)

｢事例の提示｣の段階は､事例提供者が具体的に事例

を発表する段階である｡ この段階には､①事例提供者を

紹介 し､位置づけを明らかにする､②余裕をもって事例

発表ができるように配慮する､③事例の簡単な概要と選

んだ理由を明らかにする､④配付資料に沿って発表する､

⑤全体的な所感と検討 してほしい点を提示する､⑥事例

提供者をねぎらい､要点を整理する､という6つのポイ

ントが含まれる｡当然ながら､提出事例は研究の素材で

あるから､ケースカンファレンス全体の方向性や質を左

右する｡余裕をもって質の高い報告ができる環境づくり

が重要となる｡

【第 3段階】事例の共有化 (5ポイント)

｢事例の共有化｣は､質的評価としての事例研究にお

いては極めて重要な段階である｡この段階には､①事例

に関する情報を補足する､②事例を明確化するための質

問をする､③事例に対する事例提供者の ｢思い｣を共有

する､④事例についての情報を整理する､⑤事例を ｢再

構築｣ し､イメージを共有する､という5つのポイント

を含む｡前段階の事例の提示を受けて､事例に関する追

加情報と質疑応答によってさらに事例を明確にする｡ こ

の段階は､事例に関する情報を単に確認するというだけ

でなく､ケースカンファレンスの場で参加者が事例の立

場から事例を再構築すること､つまり本人の (ストーリ

I)に入ることが重要となる｡

【第 4段階】論点の明確化 (2ポイント)

｢論点の明確化｣の段階は､｢事例の共有化｣からの

経過を受けて､事例の問題点を抽出し､検討すべき論点

を明確化することである｡この段階には､①事例を深め

る中で検討すべき論点に気づく､②事例の性質に合った

的確な論点を整理する､という2つのポイントが含まれ
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表2 事例研究 (ケースカンファレンス)の40のポイント

段 階 番 号 内 容 内容の担い手
司 辛 参 助

第 1段階 PointOl定刻に開始 し､時間の枠を明示する ○
PointO2 参加者がお互いに認知できるようにする ○

PointO3 事例研究の意義を確認 し､集中力を高める ○ △

PointO4 事例研究の展開過程を確認する ○

第 2段階 PointO5事例提供者を紹介 し､位置づけを明らかにする ○

PointO6 余裕をもって事例発表ができるように配慮する ○ △

PointO7 事例の簡単な概要と選んだ理由を明らかにする ○

PointO8配付資料に沿って発表する ○

PointO9全体的な所感 と検討 してほしい点を捷示する ○

Point10 事例提供者をねぎらい､要点を整理する ○ △

第 3段階 poiritll事例に関する情報を補足する ○

Point12 事例を明確化するための質問をする ○ ○ ○

Point13事例に対する事例提供者の ｢思い｣を共有する ○ ○ ○

Point14 事例についての情報を整理する ○ △ △ △

Point15事例を ｢再構築｣し､イメージを共有する ○ ○ ○ ○

第 4段階 Point16事例を深める中で検討すべき論点に気づく ○ ○ ○ ○
Point17事例の性質に合った的確な論点を整理する △ △ △ ○

第 5段階第 6段第 7段 ① Point18検討内容の時間配分に留意する ○ △

Point19デ ィスカッションの促進と方向づけをする ○ ○

Point20小まとめを入れながら段階的に議論を深める d △

② Point21 自由に発言できる和やかな雰囲気をつくる ○ △Point22 全点が発音できるように配慮する ○

Point23少数意見も大切にする規範をつくる ○ △

③㊨ Point24 必要な場面を逐語で再現する ○

Point25 ｢自分だったらどうするか｣を具体的に考える ○

Point26参加者の考察を深める質問を投げかける △ ○

Point27 対峠する意見や考えを引き出す △ ○ ○ ○Point28事例からみた問題発生のメカニズムを分析する ○ ○

Point29今後の援助のあり方について具体的に検討する ○ ○○ 】○○ I○○

Point30必要に応 じてグループ討議を採 り入れる ○

Point31 グルー ピングの基準と方法に配慮する ○

Point32 グループでの検討内容や討議時間を明示する ○

Point33 グループでの議論を全体に生かす ○ △

Point34 これまでの検討内容を整理する ○○ △

Point35事例についての最終的なまとめをする ○

Point36 事例研究全体を振 り返る ○

Point37 事例のプライバシー-の配慮を促す ○

Point38次回の事例研究会の調整をする ○

Point39全休にねぎらいの青葉をかける ○

注)内容の担い手の略字 【司]司会 [事]事例提供者 [参]参加者 〔助]助言者

出所 :岩間仲之 『援助を深める事例研究の方法一対人援助のためのケースカンファレンスー』
ミネルヴァ書房,1999,p.53｡

(10)
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る｡参加者自身が検討すべき論点に自分たちで気づくプ

ロセスが大切となる｡

【第5段階】論点の検討 (16ポイント)

｢論点の検討｣の段階は､事例研究の中心となる段階

であり､その内容は次の4つのカテゴリーに分けること

ができる｡全部で16のポイントが含まれる｡

a.ディスカッションを展開する

ケースカンファレンスにおけるディスカッションの展

開の方法に焦点を当てている｡ここでは､①検討内容の

時間配分に留意する､②ディスカッションの促進と方向

づけをする､③小まとめを入れながら段階的に議論を深

める､という3つのポイントが指摘できる｡場当たり的

に漫然と議論を進めても議論は深まらない｡

b.全体の雰囲気づくり

雰囲気作りも議論を進めるための重要な要素である｡

ここでは､(丑自由に発言できる和やかな雰囲気をっくる､

②全員が発言できるように配慮する､③少数意見も大切

にする規範をっくる､という3つのポイントを含む｡参

加者を ｢参加者グループ｣ として捉えて､有意義な議論

のために集団規範を形成することが求められる｡

C.事例検討を深める

事例研究において質的に事例を深めるためにもっとも

大切な部分である｡多くのアプローチが考えられるが､

ここでは6つのポイントを提示する｡それらは､①必要

な場面を逐語で再現する､② ｢自分だったらどうするか｣

を具体的に考える､③参加者の考察を深める質問を投げ

かける､④対時する意見や考えを引き出す､⑤事例から

みた問題発生のメカニズムを分析する､⑥今後の援助の

あり方について具体的に検討する､という6つである｡

これらの作業を通 して､事例の側から援助方針を導き出

すことができる｡

d.グループディスカッションの方法

このカテゴリーは､参加者が小グループに分散 してデ

ィスカッションをする機会をもつ場合のポイントの集合

である｡ここでは､①必要に応 じてグループ討議を採り

入れる､②グルーピングの基準と方法に配慮する､③グ

ループでの検討内容や討議時間を明示する､④グループ

での議論を全体に生かす､･という4つのポイントを含む｡

グループディスカッションには､メリットとデメリット

があることを十分に認識する必要がある｡

【第6段階】まとめ (4ポイント)

事例を取 り扱う最後の段階となる ｢まとめ｣である｡

これまでの検討内容を整理 し､検討結果の ｢落としどこ

(ll)
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ろ｣を決めるプロセスであり､質的評価のまとめとなる｡

ここでは助言者の役割が大きい｡①これまでの検討内容

を整理する､②事例についての最終的なまとめをする､

③事例研究全体を振り返る､④事例のプライバシーへの

配慮を促す､という4つのポイントを含む｡

【第 7段階】閉 会 (3ポイント)

最後は､ケースカンファレンスを締めくくる ｢閉会｣

である｡ ここでは､①次回の事例研究会の調整をする､

②全体にねぎらいの言葉をかける､③定刻に終了する､

という3つのポイントを含む｡

5.おわりに

本稿では､ソーシャルワークの文脈の中で評価の意味

と内容を検討 し､質的評価の方法として事例研究 (ケー

スカンファレンス)の具体的な方法を提示 した｡他分野

とも共通する質的調査の重要性を指摘するだけでなく､

ソーシャルワーク実践の価値や固有性を反映させる質的

調査と評価のあり方を模索する必要性を筆者は強く感 じ

ている｡

ソーシャルワークにおいて質的評価の取り組みはまだ

これからの分野である｡ これからます実践での取り組み

の蓄積と研究との連携が求められる｡質的評価法は､事

例研究に限ったことではないはずであり､もっと広い視

野から検討する必要があるし､また従来からの量的調査

とどのように融合させていくかもこれからの重い課題で

ある｡

こうした ｢評価｣を切 り口としたソーシャルワークへ

のアプローチは､ソーシャルワークの固有性を明確にす

る取り組みといえよう｡
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Summary

Thepurposeofthispaperistodiscussthecharacteristicsofqualitativereserch/evaluationinsocial

workcontextandtopresentthemethodofcasestudylnSOCialwork.Thequalitativeevaluationinsocial

workshouldincludetwoimportantpoints:evaluationfrom theperspectiveofapersonconcerndand

evaluationofhelpingprocess.

Case study model in social work practice presented in this paper is composed of seven

stages(1.opening;2.casepresentation;3.understanding the case presented;4.Clarification of the point for

discussion;5.dicussion;6.conclusion;7.closing)andfortypoints/skillsincaseconfarence.

(12)


